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【合併協定項目 １   合併の方式】 

  栃木市、大平町、藤岡町及び都賀町を廃し、その区域をもって新し

い市を設置する新設合併とする。 

 

 

【合併協定項目 ２   合併の期日】 

  合併の期日は、平成２２年（西暦２０１０年）３月２９日とする。 

 

 

【合併協定項目 ３   新市の名称】 

  新市の名称は、「栃木市」とする。 

 

 

【合併協定項目 ４   新市の事務所の位置】 

 １  新市の事務所の位置は、栃木市入舟町７番２６号（現在の栃木市

役所）とする。 

 ２  大平町、藤岡町及び都賀町の現庁舎については、市民の利便性を

考慮した総合支所とする。 

 ３  将来の新庁舎については、住民の利便性や財政状況などを総合的

に勘案して、新市において検討する。 

 

 

【合併協定項目 ５   財産及び債務の取扱い】 

 １  ４市町の所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐことと

する。 

 ２  財産区有財産は、財産区有財産として新市に引き継ぐこととする。 

 

 

【合併協定項目 ６   議会の議員の定数及び任期の取扱い】 

 １  地方自治法第９１条第１項の規定に基づく新市の議会の議員の

定数は、３１人とする。 

 ２  新市の設置後最初に行われる一般選挙（その再選挙及び補欠選挙

を含む。）につき、公職選挙法第１５条第６項の規定に基づき栃

木市、大平町、藤岡町及び都賀町の区域ごとに選挙区を設けるも

のとする。各選挙区の定数は、公職選挙法施行令第９条の規定を

適用し、栃木市１５人、大平町７人、藤岡町５人、都賀町４人と

する。 



 ３  次回の一般選挙から選挙区を廃止し、新市を１つの区域として選

挙を行うものとする。 

 ４  新市の議会の議員の報酬については、現行の報酬額及び同規模自

治体の例を参考に調整する。 

 

 

【合併協定項目 ７   農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い】 

 １  新市に１つの農業委員会を置く。 

 ２  １市３町の選挙による委員は、市町村の合併の特例等に関する法

律（以下「合併新法」という。）第１１条第１項第１号の規定を

適用し、合併後、平成２２年７月１９日まで引き続き新市の選挙

による委員として在任する。 

 ３  合併新法第１１条第１項第１号の規定適用後の選挙による委員の

定数は、２３人とする。 

 ４  合併新法第１１条第１項第１号の規定適用後の選挙による委員の

選挙区は、４選挙区とし、新市の農業委員会の区域を、現在の栃

木市１選挙区（定数８人）、大平町１選挙区（定数５人）、藤岡町

１選挙区（定数６人）及び都賀町１選挙区（定数４人）とする。 

 ５  新市の農業委員会の委員の報酬の額については、現行の報酬額及

び同規模自治体を参考に合併時までに調整する。 

 

 

【合併協定項目 ８   地方税の取扱い】 

 １  個人市町民税については、現行のとおりとする。ただし、納期及

び減免については、栃木市の例により合併時に統合する。 

 ２  法人市町民税については、現行のとおりとする。 

 ３  固定資産税については、現行のとおりとする。ただし、納期及び

減免については合併時に再編する。 

 ４  軽自動車税については、栃木市の例により合併時に統合する。 

 ５  市町たばこ税については、現行のとおりとする。 

 ６  鉱産税については、栃木市・藤岡町の例により合併時に統合する。 

 ７  特別土地保有税については、現行のとおりとする。 

 ８  都市計画税については、合併時は現行のとおりとし、合併後５年

以内に再編する。ただし、納期については、都賀町の固定資産税

の納期の例により合併時に統合する。 

 ９  入湯税については、栃木市の例により合併時に統合する。 



【合併協定項目 ９   地域自治制度（地域審議会・地域自治区・合併

特例区）の取扱い 

  地域自治制度（地域審議会・地域自治区・合併特例区）の取扱いに

ついては、市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５

９号）第２３条の規定に基づき、合併前の大平町、藤岡町及び都賀町

の区域ごとに「地域自治区」を置くものとする。 

なお、同法第２３条及び第２４条の規定による合併関係市町村の協

議により定める事項その他必要な事項については、別紙の各条文によ

るものとする。 

 

 

【合併協定項目１０   一般職の職員の身分の取扱い】 

 １  １市３町一般職の職員は、市町村の合併の特例等に関する法律第

１２条の規定により、全て新市の職員として引き継ぐものとする。 

 ２  職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員

管理の適正化に努めるものとする。 

 ３  職員の職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇の

適正化の観点から調整し、統一を図る。 

 ４  給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し、

統一を図る。なお、現職員については、現給を保障する。 

 

 

【合併協定項目１１   特別職の身分の取扱い】 

 １  特別職の職員の設置・人数・任用については、法令等の定めると

ころに従い調整する。法令等の定めがない場合は、必要に応じて、

新市において新たに設置する。 

 ２  特別職の報酬等については、現行の報酬額及び同規模自治体の例

を参考に調整する。 

 ３  新市の市長職務執行者については、１市３町の長が別に協議して

定めるものとする。 

 

 

【合併協定項目１２   条例、規則等の取扱い】 

  条例・規則等の制定に当たっては、合併協議会で協議・承認された

各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により調整・整備する

ものとする。 



 １  合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施

行させる必要があるもの 

 ２  合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの 

 ３  合併後、逐次制定し、施行させることとするもの 

 

 

【合併協定項目１３   事務組織及び機構の取扱い】 

 １  新市の行政組織・機構は、既存の庁舎の活用を図ることを前提に、

総合支所方式を採用するものとし、総合支所の組織については、

現地解決型の地域振興を図ることができる体制を確保するととも

に、市民サービスに急激な変化をきたすことのないように配慮す

るものとする。 

 ２  合併時における組織については、栃木市を参考に部制を執るもの

とする。 

 ３  合併の前日において存する支所、出張所等については、新市に引

継ぐものとする。 

 

 

【合併協定項目１４   一部事務組合等の取扱い】 

 １  栃木地区広域行政事務組合については、栃木市、大平町、藤岡町

及び都賀町は、合併の前日をもって脱退し、新市において合併の

日に新たに加入する。 

 ２  佐野地区衛生施設組合については、藤岡町は、合併の前日をもっ

て脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。 

 ３  栃木県市町村総合事務組合については、栃木市、大平町、藤岡町

及び都賀町は、合併の前日をもって脱退し、新市において合併の

日に新たに加入する。 

 ４  栃木県後期高齢者医療広域連合については、栃木市、大平町、藤

岡町及び都賀町は、合併の前日をもって脱退し、新市において合

併の日に新たに加入する。 

 ５  栃木広域中小企業勤労者福祉サービスセンターについては、栃木

市、大平町、藤岡町及び都賀町は、合併の前日をもって脱退し、

新市において合併の日に新たに加入する。 

 ６  栃木県南公設地方卸売市場事務組合については、栃木市、大平町、

藤岡町及び都賀町は、合併の前日をもって脱退し、新市において

合併の日に新たに加入する。 



 ７  下都賀地区視聴覚ライブラリー協議会については、栃木市、大平

町、藤岡町及び都賀町は、合併の前日をもって脱退し、新市にお

いて合併の日に新たに加入する。 

 

 

【合併協定項目１５   使用料、手数料等の取扱い】 

  使用料、手数料等については、負担公平の原則及び受益者負担の原

則に基づき次により調整する。 

  １  ・施設使用料等は、原則として現行のとおりとする。ただし、目

的が同一又は類似する施設の使用料等については、合併後に再

編又は調整する。 

・その他の使用料については、合併時に統合又は再編する。ただ

し、占用許可期間等については、合併時は現行のとおりとし、

合併後に統合又は再編する。 

  ２  手数料は、原則として合併時に統一する。 

 

 

【合併協定項目１６   公共的団体等の取扱い】 

  公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、

各団体の実情を尊重しながら、統合整備するよう働きかける。 

 

 

【合併協定項目１７   補助金、交付金等の取扱い】 

  補助金、交付金等については、その事業目的、従来からの経緯、実

情等に配慮しつつ、新市全体の均衡を保つように調整する。 

 

 

【合併協定項目１８   町名、字名の取扱い】 

  町名、字名については、原則として従前のとおりとし、大字を冠す

る字名は大字を削るものとする。 

 

 

【合併協定項目１９   慣行の取扱い】 

 １  市章、市旗、市の歌、市の木、市の花、市の鳥については、合併

後、新市において定める。 

 ２  各種宣言については、従来の宣言を踏まえ、必要なものを合併後、

新市において定める。 



 ３  市民憲章については、合併後、新市において調整する。 

 ４  ・表彰制度については、合併後に再編する。 

   ・名誉市町民に関することについては、合併後に再編する。 

なお、これまでの名誉市町民は、継続して新市の名誉市民とす

る。 

 

 

【合併協定項目２０   国民健康保険事業の取扱い】 

 １  ・国民健康保険税の税率及び軽減措置については、合併時は現行

のとおりとし、合併後２年以内に再編する。 

   ・減免措置については、栃木市の例により合併時に統合する。 

   ・納期については、栃木市の例により合併時に統合する。 

 ２  特定健康診査・特定保健指導については、合併時は現行のとおり

とし、合併後に再編する。 

 

 

【合併協定項目２１   介護保険事業の取扱い】 

 １  介護保険事業計画については、合併時は現行のとおりとし、合併

後に再編する。 

 ２  介護保険料については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再

編する。 

 ３  地域包括支援センターについては、合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 

 

 

【合併協定項目２２   消防団の取扱い】 

 １  消防団については、合併時に再編する。 

 ２  団員の定数については、現行のとおりとする。 

 ３  報酬、費用弁償、行事等については、合併時に再編する。 

 

 

【合併協定項目２３   行政区の取扱い】 

 １  自治会については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 ２  自治会の連合組織等については、全市的な組織化を目指し、合併

後に再編を促進する。 

 ３  自治会長等への委嘱、身分の取扱いについては、自治会の意向を



尊重しながら合併後に調整する。 

 ４  自治会長等及び自治会への報償等については、自治会及び自治会

連合組織との協議が必要になることから合併後に再編する。 

 

 

【合併協定項目２４   諮問機関の取扱い】 

 １  新市において引き続き設置の必要がある諮問機関については、合

併時に再編又は統合する。 

 ２  新市において引き続き設置の必要がある諮問機関で、委員構成、

所掌事項等の調整に時間を要する諮問機関については、合併時は

現行のとおりとし、合併後に再編又は統合する。 

 ３  新市の一部地域等に機能する諮問機関については、現行のとおり

存続する。 

 ４  新市においてあらためて設置を検討する諮問機関については、合

併後に必要に応じて再編する。 

 ５  所期の目的を達成したもの、機能を他の諮問機関に統合する諮問

機関については、合併時に廃止する。 

 

 

【合併協定項目２５－ １   国内・国際交流事業】 

  国内・国際交流事業については、従来の実績を尊重しつつ、合併後

に調整を図る。 

 

 

【合併協定項目２５－ ２   電算システム事業】 

 １  情報化計画については、新市において新たに策定する。 

 ２  情報セキュリティポリシーについては、合併時に再編する。 

 ３  電算システムについては、合併時までに統合する。ただし、合併

時に必ずしも統合を要しない単独処理業務システムは、新市にお

いて調整する。 

 

 

【合併協定項目２５－ ３   広報広聴関係事業】 

 １  ・広報紙に関することについては、合併時に再編する。 

   ・ホームページは、合併時に再編する。 

 ２  各種広聴制度については、合併後速やかに再編する。 

 



【合併協定項目２５－ ４   人権推進事業】 

  人権教育・啓発推進計画については、合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 

 

 

【合併協定項目２５－ ５   納税関係事業】 

 １  原動機付自転車等に係る標識弁償金については、現行のとおりと

する。 

 ２  督促手数料については、栃木市の例により合併時に統合する。 

 ３  市町税の滞納に対する特別措置については、合併後に調整する。 

 ４  軽自動車税のコンビニ収納については、大平町の例により合併時

に統合する。 

 ５  前納報奨金については、合併時に廃止する。 

 

 

【合併協定項目２５－ ６   消防防災関係事業】 

 １  地域防災計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後２

年を目途に再編する。 

 ２  防災行政無線については、合併時は現行のとおりとし、合併後、

平成２３年度までに再編する。 

 ３  災害応援協定等については、合併後、新市において速やかに関係

機関等と協議のうえ締結する。 

 

 

【合併協定項目２５－ ７   交通関係事業】 

 １  交通安全計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後概

ね１年以内に再編する。 

 ２  ・交通教育指導員については、栃木市の例により合併時に統合す

る。 

   ・交通指導員については、合併時に再編する。 

 ３  バス運行事業については、合併時は現行のとおりとし、合併後に

再編する。 

 

 

 

 



【合併協定項目２５－ ８   窓口業務】 

 １  窓口業務については、住民サービスの低下にならないよう、合併

時に再編する。 

 ２  延長窓口については、合併時は現行のとおりとし、合併後概ね２

年以内に再編する。 

 ３  支所・出張所等の窓口業務については、住民サービスの低下にな

らないよう、現行のとおりとする。 

 

 

【合併協定項目２５－ ９   保健衛生事業】 

 １  予防接種については、合併時に再編する。 

 ２  各種健（検）診については、合併時に再編する。 

 

 

【合併協定項目２５－１０   障害者福祉事業】 

 １  障害者自立支援法に関係する事業については、合併時に再編する。

ただし、障害者相談支援に関すること及び地域活動支援センター

に関することについては、合併後速やかに再編する。 

 ２  市町が独自に行う障害者福祉事業については、合併時に再編する。 

 

 

【合併協定項目２５－１１   高齢者福祉事業】 

 １  ・敬老祝金については、合併時に再編する。 

   ・その他の敬老事業（祝詞、記念品の配布等）については、合併

時は現行のとおりとし、合併後に再編する。 

２  高齢者保健福祉計画については、合併時は現行のとおりとし、合

併後に再編する。 

３  はつらつセンターについては、合併時は現行のとおりとし、合併

後に再編する。 

 

 

【合併協定項目２５－１２   児童福祉事業】 

１  児童手当等については、現行のとおりとする。 

 ２  ファミリー・サポートセンター事業については、合併時に再編す

る。 

 ３  放課後児童健全育成事業については、合併時は現行のとおりとし、



合併後に再編する。 

４  赤ちゃん誕生祝金等については、合併時は現行のとおりとし、合

併後に調整する。 

 

 

【合併協定項目２５－１３   保育事業】 

  保育料に関することについては、合併時は現行のとおりとし、平成

２２年度から国の基準を基に再編する。 

 

 

【合併協定項目２５－１４   生活保護事業】 

  生活保護事業については、合併時に栃木市の例により統合する。 

 

 

【合併協定項目２５－１５   その他の福祉事業】 

 １  児童医療費助成については、大平町・都賀町の例により合併時に

統合する。 

 ２  重度心身障がい者医療費助成については、藤岡町の例により合併

時に統合する。 

 ３  妊産婦医療費助成については、藤岡町の例により合併時に統合す

る。 

 ４  ひとり親家庭医療費助成については、藤岡町の例により合併時に

統合する。 

 

 

【合併協定項目２５－１６   健康づくり事業】 

    健康２１計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後速や

かに再編する。 

 

 

【合併協定項目２５－１７   ごみ収集運搬業務事業】 

  ごみ収集については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編す

る。 

 

 

【合併協定項目２５－１８   環境対策事業】 

 １  環境基本計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後概



ね２年以内に再編する。 

 ２  公営墓地については、新市に引き継ぐ。 

 ３  斎場については、新市に引き継ぐ。 

 ４  環境美化対策については、合併時は現行のとおりとし、合併後概

ね２年以内に再編する。 

 

 

【合併協定項目２５－１９   農林水産関係事業】 

 １  農業振興地域整備計画については、合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 

 ２  農業基本構想については、合併時は現行のとおりとし、合併後に

再編する。 

 ３  米生産調整対策事業については、合併時は現行のとおりとし、合

併後に再編する。 

 ４  農政協力員については合併時に再編する。 

 ５  農地転用許可事務については、栃木市の例により合併時に統合す

る。 

 

 

【合併協定項目２５－２０   商工、観光関係事業】 

 １  中小企業金融制度については、合併時に再編する。 

 ２  観光行事については、地域性のある独自の行事であるため、合併

時は現行のとおりとし、合併後、必要に応じて調整する。 

 

 

【合併協定項目２５－２１   勤労者、消費者関連事業】 

 １  勤労者融資制度については、合併時に再編する。 

 ２  消費生活相談については、合併時に栃木市の例により統合する。 

 

 

【合併協定項目２５－２２   建設関係事業】 

 １ ・開発許可制度については、栃木市の例により合併時に統合す 

る。 

・租税特別措置法に基づく優良宅地造成の認定については、栃木

市の例により合併時に統合する。 

・都市計画マスタープランについては、合併時は現行のとおりと



し、合併後に再編する。 

２  住宅マスタープランについては、合併時は現行のとおりとし、合

併後に再編する。 

３  建築物耐震改修促進計画については、合併時は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 

 

 

【合併協定項目２５－２３   上・下水道事業】 

 １  水道事業に係る手数料については、合併時に再編する。 

２  水道料金及びメーター使用料については、合併時は現行のとおり

とし、合併後５年を目途に再編する。 

３  工事負担金及び加入金については、合併時は現行のとおりとし、

合併後５年を目途に再編する。 

４  排水設備工事等手数料については、栃木市の例により合併時に統

合する。 

５  下水道使用料については、合併時は現行のとおりとし、合併後５

年を目途に再編する。 

 ６  ・下水道受益者負担金等については、合併時は現行のとおりし、

合併後５年を目途に再編する。 

・賦課対象区域の決定、徴収猶予及び減免基準については、現行

のとおりとする。 

・納期については、合併時は現行のとおりとし、平成２３年度か

ら統合する。併せて口座振替を実施する。 

・排水区域外接続の負担の額については、合併時は現行のとおり

とし、合併後５年を目途に再編する。 

・督促手数料については、合併時に納税関係事業の督促手数料の

例により統合する。 

 ７  農業集落排水事業の排水設備工事等手数料については、合併時に

再編する。 

 ８  農業集落排水施設使用料については、合併時は現行のとおりとし、

合併後５年を目途に再編する。 

 ９  農業集落排水事業受益者分担金については、合併時は現行のとお

りとし、合併後５年を目途に再編する。 

 

 

 



【合併協定項目２５－２４   市町立学校の通学区域、学校名】 

 １  通学区域については、原則現行の区域とする。ただし、市町境の

地域や児童・生徒数の動向等を踏まえ、新市において弾力的に対

応する。 

 ２  学校名については、合併時までに教育委員会間で協議する。 

 

 

【合併協定項目２５－２５   学校教育事業】 

 １  ・奨学金貸付事業については、合併時は現行のとおりとし、平成

２２年度中に栃木市の例により統合する。 

   ・入学資金融資については、合併時は現行のとおりとし、平成２

２年度中に栃木市の例により統合する。 

   ・入学資金融資利子補給補助金については、合併時は現行のとお

りとし、平成２２年度中に栃木市の例により統合する。 

２  外国語指導助手については、合併時は現行のとおりとし、合併後

に再編する。 

３  国際理解教育については、合併時は現行のとおりとし、合併後に

再編する。 

４  学校支援員については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再

編する。 

５  学校給食については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編

する。 

 

 

【合併協定項目２５－２６   文化振興事業】 

 １  文化祭については、現行のとおり各地区分散開催とする。 

２  市町指定文化財に関することについて、文化財の指定は栃木市の

例により合併後に統合する。また、現在の指定文化財は現行のと

おり引き継ぎ、維持管理は合併後に再編する。 

 

 

【合併協定項目２５－２７   コミュニティ施策】：削除 

 

 

【合併協定項目２５－２８   社会教育事業】 

１  青少年育成センターについては、栃木市の例により合併時に統合



し、少年補導員については、合併後に再編する。 

２  勤労青少年ホームについては、合併時は現行のとおりとし、合併

後に再編する。 

３  青少年問題協議会の運営については、合併時は現行のとおりとし、

栃木市の例により合併後に統合する。 

４  青少年育成町民会議の運営については、合併時は現行のとおりと

し、合併後に再編する。 

５  社会教育関係団体の支援及び連絡調整については、合併後に再編

する。 

 ６  成人式については、合併時に再編する。 

７  同和地区集会所については、合併時は現行のとおりとし、合併後

に再編する。 

 ８  生涯学習推進基本構想・計画については、合併後に再編する。 

 ９  集会所運営委員会については、合併後に再編する。 

１０  中央公民館等運営管理業務については、合併時は現行のとおりと

し、合併後に再編する。ただし、貸し出し事務、公民館を取りま

とめる総括機能については、合併時に再編する。 

 

 

【合併協定項目２５－２９   男女共同参画事業】 

  男女共同参画計画については、合併後２年以内に再編する。 

 

 

【合併協定項目２５－３０   社会福祉協議会】 

  社会福祉協議会については、速やかに統合するよう働きかける。 

 

 

【合併協定項目２５－３１   その他の事業】：削除 

 

 

【合併協定項目２６   合併市町村基本計画】 

  合併市町村基本計画については、別添「新市まちづくり計画」のと

おり定めるものとする。 

 

 

 



別 紙 【合併協定項目 ９   地域自治制度（地域審議会・地域自治

区・合併特例区）の取扱い】 

 

栃木市、下都賀郡大平町、同郡藤岡町及び同郡都賀町の廃 

置分合に伴う地域自治区及び地域自治区の区長の設置に関 

する協議 

 

（設置） 

第１条 市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号。

以下｢法｣という。）第２３条第１項の規定に基づき、合併前の大平町、

藤岡町及び都賀町の区域ごとに地域自治区を設置する。 

（地域自治区の名称及び区域） 

第２条 地域自治区の名称及び区域は、次のとおりとする。 

名称 区域 

大平町 合併前の大平町の区域 

藤岡町 合併前の藤岡町の区域 

都賀町 合併前の都賀町の区域 

（設置期間） 

第３条 地域自治区の設置期間は、合併の日から平成２７年３月３１日

までとする。 

（事務所の名称等） 

第４条 地域自治区の事務所の名称、位置及び所管区域は次のとおりと

する。 

名称 位置 所管区域 

大平総合支所 合併前の大平町役場の位置 合併前の大平町の区域

藤岡総合支所 合併前の藤岡町役場の位置 合併前の藤岡町の区域

都賀総合支所 合併前の都賀町役場の位置 合併前の都賀町の区域

（所掌事務） 

第５条 地域自治区の事務所が所掌する所管区域内の事務は、概ね次の

とおりとする。 

（１） 住民生活に直結した窓口業務及び保健福祉サービス等に関する

こと。 

（２） 農林施設、観光施設、建設・土木施設、上下水道施設等の維持

管理に関すること。 



（３） 地域の特性を活かしたまちづくり、従来から継続する個性ある

施策の実施その他地域振興の推進に関すること。 

（４） 地域の公共的団体等の活動支援その他地域自治及び住民自治の

推進に関すること。 

（５） 地域協議会に関すること。 

（６） 総合支所の庶務及び施設の維持管理に関すること。 

（７） 前各号に掲げるもののほか、地域自治区で所掌することが適当

と認められる事務に関すること。 

２  前項の所掌事務に関する具体的な取扱いについては、合併後の栃木

市の市長が別に定める。 

（区長の設置） 

第６条 法第２４条第１項の規定により、地域自治区にそれぞれ区長を

置くものとする。 

２  区長の設置期間は、地域自治区の設置の日から平成２７年３月３１

日までとする。 

３  区長の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４  区長は、特別職とし、地域の行政運営に関し優れた識見を有する者

のうちから市長が選任する。この場合において、市長は、区長の選任

に当たっては、地域協議会の意見を尊重するものとする。 

 （区長の役割） 

第７条 区長は、地域自治区の特性や資源を活かしたまちづくりを推進

するとともに、市の円滑な行政運営と均衡ある発展に資するよう、市

長その他の機関及び当該地域自治区の区域内の公共的団体等と緊密

な連携を図りつつ、担任する事務を処理する。 

（地域協議会の設置） 

第８条 地域自治区にそれぞれ地域協議会を置く。 

（地域協議会の組織） 

第９条 地域協議会は、委員１５人以内で組織する。 

２  委員は、当該地域自治区の区域に住所を有する者で、次に掲げる者

のうちから市長が選任する。 

（１） 当該地域自治区の区域内の公共的団体等が推薦する者 

（２） 学識経験を有する者 

（３） 公募に応じた者 

（４） 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（委員の任期等） 



第１０条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠

けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２  委員は、当該地域自治区の区域に住所を有しなくなったときは、そ

の職を失う。 

（地域協議会の会長及び副会長） 

第１１条 地域協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によ

り定める。 

２  会長は、会務を総理し、地域協議会を代表する。 

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

４  市長は、会長又は副会長が次のいずれかに該当するときは、会長又

は副会長を解任するものとする。 

（１） 心身の故障のため職務を行うことができないとき。 

（２） 職務上の義務違反があったとき。 

（地域協議会の権限） 

第１２条 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機

関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市

長その他の機関に意見を述べることができる。 

（１） 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項 

（２） 前号に掲げるもののほか、市が処理する地域自治区の区域に係

る事務に関する事項 

（３） 市の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する

者との連携の強化に関する事項 

２  市長は、地域自治区の区域内に係る次に掲げる市の施策に関する重

要事項を決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、

地域協議会の意見を聴かなければならない。 

（１） 新市まちづくり計画（合併市町村基本計画）に関する事項 

（２） 新市の基本構想に関する事項 

（３） 各種計画の策定に関する事項 

（４） 合併協定項目の調整等の状況に関する事項 

（５） 予算に関するもので重要と認められる事項 

（６） この協議書による地域自治区の設置期間経過後の地域自治のあ

り方に関する事項 

（７） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

３  市長その他の市の機関は、前２項の意見を勘案し、必要があると認



めるときは、適切な措置を講じなければならない。 

（地域協議会の会議） 

第１３条 地域協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集す

る。 

２  会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことがで

きない。 

３  会議の議長は、会長がこれに充たる。 

４  会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

５  会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させ、説明又は意見を求めることができる。 

６  会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に

諮った上で公開しないことができる。 

（報酬及び費用弁償） 

第１４条 委員に、報酬及び費用弁償を支給する。 

（庶務） 

第１５条 地域協議会の庶務は、第４条に規定する事務所において処理

する。 

（補則） 

第１６条 この協議に定めるもののほか、地域自治区の運営に関し必要

な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１  この協議は、平成２２年３月２９日から施行する。 

２  第６条第３項の規定にかかわらず、地域自治区が設置されてから最

初に選任される区長の任期は、市長が選任した日から平成２４年３月

３１日までとする。 

３  第１０条第１項の規定にかかわらず、地域協議会が設置されてから

最初に選任される委員の任期は、市長が選任した日から平成２５年３

月３１日までとする。 

 

 

 

 

 








